
令和 5年 2月 1日 

紀の里農業協同組合 

 

お客さま本位の業務運営に関する取組方針 
 

 当組合は、平成 4年 10月の創立以来、「果樹・やさい・花の里」「ふる里」「紀の里」の里を愛

し、人々の豊かな心を育み地域の発展に貢献することを理念として掲げ、「元気な農業」「元気な

地域」「元気なＪＡ」の実現に向けて一丸となって取り組んでおります。 

この理念のもと、平成 29年 3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」

を採択するとともに、組合員・利用者の身近な金融機関として「利用者満足度 100％」をめざし

「選ばれる存在」となるよう、質の高い高度なサービスに努め、組合員・利用者の将来の夢や希

望する生き方から成るライフプランの実現に向けて⼀人ひとりの資産状況、ニーズに寄り添った

提案を行うため、以下の取組方針を制定いたしました。 

以下に掲げる内容を「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」として公表し、その取組状

況や成果を定期的に確認し、必要に応じて見直しを行ってまいります。 

 

１．お客さまへの最適な商品提供 

お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢や手数料の水

準等も踏まえたうえで、お客さまの多様なニーズにお応えし、長期的・安定的な資産形成・運用

に資する最適なものを取り扱っております。なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりま

せん。【原則 2本文および（注）、原則 3（注）原則 6本文および（注 2，3）】 

【アクションプラン】 

① 金融商品の選定にあたっては、農林中央金庫が第三者評価機関からの意見を伺いながら「長期

投資」「手数料水準」「運用実績」「将来性」「運用体制」等を踏まえて検討した商品を、当組合

がその適切性を審査したうえで「ＪＡバンクセレクトファンド」（以下「セレクトファンド」

という）として採用しております。 

② セレクトファンド提案にあたっては「ＪＡバンクセレクトファンドマップ」を作成し、お客さ

まに分かりやすい資料を提供し、それに基づいた商品を提案するよう心がけております。 

③ セレクトファンドは一度“セレクト（選択）”されれば終わり、というものではございません。

このセレクトファンドがお客さまにご提供する最適な投資信託であるかを継続的に確認し、

お客さまのニーズに合った商品を取入れ、パフォーマンスが芳しくない場合は取扱いを行わ

ない等、定期的な商品ラインナップの見直しを行っております。 

④ お客さまの資産運用・資産形成ニーズに則した最適な商品を提案するため、税制優遇制度（Ｎ

ＩＳＡ、つみたてＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏ）をご案内し、長期・積立・分散投資を基本に大切な

資産を守り・育てるお手伝いをいたします。 

 

 

 

 



２．お客さま本位のご提案と情報提供 

（１）お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせて、お客さまにふさわしい商品

をご提案いたします。【原則 2本文および（注）、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文お

よび（注 1，2，4，5）】 

【アクションプラン】 

① 総合事業の強みを発揮し、金融商品に限らず幅広い提案ができるよう、お客さまのライフイ

ベントや目的を把握し、お客さまの”一生涯”のニーズにお応えすることができるよう、お

客さまに寄り添ったご提案をいたします。 

② お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的等を確認する際は、「資産運用ガイダンス」

や「ＪＡバンク資産運用スタイル診断シート」、「ＪＡバンクセレクトファンドマップ」など

を活用し、お客さまにふさわしい商品のご提案をいたします。 

（２）お客さまにふさわしいサービスの提供。【原則 2本文および（注）、原則 5本文および（注

1～5）、原則 6本文および（注 1，2，4，5）】 

【アクションプラン】 

① 紙の取引残高報告書が手元に無くとも、タイムリーに投資信託の残高や評価損益、運用損益

（トータルリターン）等が照会できるＪＡバンクアプリをご案内し、投資判断に必要な情報

を幅広く提供いたします。今後も必要な情報は随時ご説明し、資産形成・資産運用やライフ

プランを含めた生活の不安や悩みに対し真摯に向き合い、寄り添い、自分事として考え、対

応いたします。 

② お客さまにふさわしい商品を提案するために、対面によるご提案を大切にしておりますが、

お客さまのご意向を踏まえ、スマートフォンを活用した非対面でのお取引も整備し、利便性

の高いサービスの提供を行います。 

（３）お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について分

かりやすくご説明し、必要な情報を十分に提供いたします。【原則 4、原則 5本文および（注

1～5）、原則 6本文および（注 1，2，4，5）】 

【アクションプラン】 

① お客さまに資産形成・資産運用の必要性、投資そのものの魅力を伝えるとともに、多様なニ

ーズにお応えし、「お客さまに選ばれる存在」となれるよう、質の高い高度なサービスに努

めてまいります。 

② お客さまの投資・商品選択の判断に資するよう「ＪＡバンクセレクトファンドマップ」を活

用し、商品のリスク特性について資材を提供いたします。また、商品・サービスにかかる重

要な事項等を容易に理解できるよう記載した「重要情報シート」を使用し、交付目論見書等

と含めお客さまの視点に立ち分かりやすく説明いたします。 

③ アフターフォローの訪問基準として、取引残高報告書送付のタイミングを基準にご契約者

さまへお伺いし、財産の状況・投資目的・リスク許容度の変更等がないか丁寧に確認してま

いります。また、アフターフォローの際は、「各種報告書類の見方」や「月刊マーケットレ

ター」等を活用し、分かりやすく説明いたします。 

 

 



（４）お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資判断に資するように、丁寧か

つ分かりやすい説明に努めます。【原則 4，原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文および（注

1，2，4，5）】 

【アクションプラン】 

① お客さまからご負担いただく手数料・信託報酬等の費用については、「ＪＡバンクセレクト

ファンドマップ」「交付目論見書」等の書面を用いて分かりやすく説明を行います。 

② 不確実な事項は、断定的な判断とならないようお客さまの理解度を十分確認のうえ丁寧な

情報提供を行います。 

 

３．利益相反の適切な管理 

当組合では、お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害すること

がないように、「利益相反管理方針」に基づき、適切に管理いたします。【原則 3 本文および

（注）】 

【アクションプラン】 

① 当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する組合全体の管理

体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めております。この統括

部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。 

② 当組合の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、

利益相反管理についての周知徹底に努めております。 

③ 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相

反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。 

 

４．「お客さま本位の業務運営」を実現するための人材の育成と態勢の構築 

当組合では、高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、「お

客さま本位の業務運営」を実現するための態勢を構築するため、各種研修や勉強会の実施、

資格の取得を推奨しております。【原則 2本文および（注）、原則 6（注 5）、原則 7本文およ

び（注）】          

【アクションプラン】 

① 資産形成・資産運用に精通した担当者を幅広く育てるため、農林中央金庫、系統組織主催の

資産形成サポートプログラム等の各種研修会を活用し、専門性を有した人材の育成を図っ

ております。 

② 運用会社による勉強会を定期的に開催し、全ての担当者の継続育成に努めております。 

③ 資産形成・資産運用は働く世代である私たちにも必要なことであるため、役職員向け内部研

修会を定期的に開催し、自身の資産形成を積極的に進め、金融リテラシーの向上に努めてお

ります。 

 

 

 

 



５．お客さま本位の業務運営にかかる成果指標（ＫＰＩ） 

当組合における「お客さま本位の業務運営」の取組状況をご確認いただけるよう、各種成果指

標を定期的に改訂・公表し、より良い業務運営につなげてまいります。【原則 2本文および（注）】

【アクションプラン】 

以下の指標を公表することにより透明性の高い業務運営に努めてまいります。 

① 投資信託の取扱商品ラインアップ 

② 投信つみたて契約件数 

③ 投信販売額に占める毎月分配型の比率 

④ 運用損益別顧客比率 

⑤ 投資信託預り残高上位 20銘柄のコスト・リターン 

⑥ 投資信託預り残高上位 20銘柄のリスク・リターン 

 

（※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」

（令和 3年 1月改訂）との対応を示しております。 


